
ＤＩＰＣ理事事務局長 高坂 匠

ＤＩＰＣ からのご案内

-民間企業から募ったスマホマイナンバーカードユースケースアイデア紹介

-ＤＩＰＣの活動計画と会員企業のメリット、入会手続きのご案内



スマホマイナンバーカードユースケースアイデア紹介

会社名 株式会社シフトセブンコンサルティング様
アイデア ふるさと納税に関するワンストップ特例申請での活用

会社名 ①NPO法人NEM技術普及推進会NEMTUS 様
②Atomos-Seed LLC 様

アイデア デジタルアイデンティティを起点としたデータ活用

会社名 サイバートラスト株式会社
アイデア マイナンバーカードの署名用電子証明書、利用者証明用電子証

明書のスマートフォン搭載による公的個人認証サービスの利活
用拡大

会社名 ＴＩＳ株式会社 様

アイデア １．年齢認証としてのマイナンバー活用
２．クレジットカード店頭受付
３．ふるさと納税への活用

会社名 ＴＱコネクト株式会社 様
アイデア ＴＱアプリによる「公的個人認証サービス」の活用

※ 詳細はお手持ちの配布資料をご参照



ご入会に際しては、まずは、【入会申込書】と【反社会的勢力排除に関する誓約書】に
必要事項を記入し下記にご送付ください。

入会のご案内

送付 info@dipc.jp
事務局よりその後の手続きにつき、
ご案内いたします。

【入会申込書】 【反社会的勢力排除
に関する誓約書】

各種書類は、DIPCホームページ（https://dipc.jp/）
の入会案内からダウンロードできます。

mailto:info@dipc.jp
https://dipc.jp/


会員企業様のメリット

以下 当協会規約より抜粋

１ 会議参加 部会など各種会議・会合への参加

２ 最新情報の収集
① デジタルアイデンティティに関する先端技術、国際動向などの情報入手
② デジタルアイデンティティに関する関係省庁の活動に関する情報入手

３ 部会及びワーキンググループ活動
① デジタルアイデンティティの最新技術実装に向けての各種企画に参加
② デジタルアイデンティティの最新技術実装に向けての実証実験に参加
③ 会員企業同士のつながりの強化、及び人脈の拡大

４ 政策提言
５ 公益への貢献 日本のデジタル力強化への

先駆的取り組み



会費について

【会費規定】
（年会費）会員の年会費は、原則１口１０万円とし、後述のガイドに準じて、申込口数×１０万円

とする。或いは後述に規定された金額とする。

【企業団体会員】
（１） 法人企業正会員の年会費

年間売上高 １０００億円以上又は 資本金１００億以上 ・・・・１０口以上
年間売上高 １００億円以上又は 資本金 １０億以上・・・・・・ ３口以上
年間売上高 １０億円以上又は 資本金１億以上・・・・・・・・ ２口以上
年間売上高 １０億円未満又は 資本金 １億未満・・・・・・・・ １口以上

（２） 法人企業部門会員９８,０００円
※法人企業部門会員は、原則として２年目以降は、正会員に移行するものとする。

（３）団体会員 １０,０００円以上

（４）自治体会員 無料

なお規約については、弊協会ホームページよりダウンロードできます。
（https://dipc.jp/）入会案内



シンポジウム後の具体的な令和4年度活動計画

① デジタルアイデンティティの利活用推進

② デジタルアイデンティティに関する会員向け啓発・教育

③ 関連各所（デジタル庁、総務省、関係自治体等）との各種調整

④ マイナンバーカード搭載スマホの活用 実証実験

⑤ ユースケース実装へ

(a) ５月会員 及び 入会意向の皆様 からの意見聴取
（b）月例セミナー実施

例 スマホ搭載マイナンバーカードプロジェクトの進捗
例 デジタルアイデンティティに関するセキュリティテーマ

(a) ５月 会員 及び 入会意向の皆様と具体的なＷＧテーマや進め方を協議
(b) 各種部会、ＷＧの設定

（ユースケース検討、実現プロセス企画 等）

(c) 民間企業、地方自治体からの意見集約、メリット抽出、課題抽出、解決策の起案
(d) メリット訴求、課題解決に向けての提言まとめ


